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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年6月17日

【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
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【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの

名称】

日本新生ファンド（愛称：ライジングパ

ワー）

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 5,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、平成22年12月6日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」

といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、またその他の情報について訂正すべき事項があります

ので、本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

※　下線部　　　　　　は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

[訂正前]

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。

当初元本は、1口当たり1円です。格付は取得していません。

◆　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適

用を受け、受益権の帰属は、後述の(11)［振替機関に関する事項］に記載の振替機関及び当該振替

機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります

（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま

す。）。委託会社である岡三アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を

除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

[訂正後]

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。

当初元本は、1口当たり1円です。

委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用

格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

◆　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適

用を受け、受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規

定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座

簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である岡三アセットマネジメン

ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行

しません。

（5）【申込手数料】

[訂正前]

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.15％（税抜3.0％）を上限とし

て販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

（　略　）

[訂正後]

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自に定める手数料率

を乗じて得た額

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、3.15％（税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場

合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

（　略　）
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（9）【払込期日】

[訂正前]

（　略　）

◆　各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社である岡三アセットマネジメ

ント株式会社の指定する口座を経由して、受託会社である住友信託銀行株式会社の指定するファ

ンド口座に払い込まれます。

（　略　）

[訂正後]

（　略　）

◆　各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受

託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（　略　）

（12）【その他】

[訂正前]

■　振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」と称する場合があります。）における

振替受益権です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の(11)［振替機関に関する事項］に記載の

振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述の(11)［振替機関に関する事項］に記

載の振替機関の業務規程、その他の規則にしたがって支払われます。

ファンドの受益権の発生、消滅、移転を、コンピュータシステムにて管理します。

ファンドの設定、解約、償還等が、コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）

への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

■　その他のお申込手続

その他のお申込手続につきましては、第二部[ファンド情報]第2[管理及び運営]をご参照いただく

か、販売会社にお問い合わせ下さい。

（　略　）

[訂正後]

■　振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」と称する場合があります。）における

振替受益権です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし

たがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程、その他の規則にした

がって支払われます。
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ファンドの受益権の発生、消滅、移転を、コンピュータシステムにて管理します。

ファンドの設定、解約、償還等が、コンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）

への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

（　略　）
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　１　ファンドの性格　（1）　ファンドの目的及び基本

的性格　〈ファンドの特色〉」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

（3）【ファンドの仕組み】

[訂正前]

（　略　）

■　委託会社の概況

◆　資本金（平成22年10月29日現在）

10億円
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（　略　）

◆　大株主の状況（平成22年10月29日現在）

（　略　）

[訂正後]

（　略　）

■　委託会社の概況（平成23年4月末日現在）

◆　資本金

10億円

（　略　）

◆　大株主の状況

（　略　）

２【投資方針】

（3）【運用体制】

[訂正前]

（　略　）

会議名または部署名 役割

運用委員会
（月1回開催）

運用本部で開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析と運
用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。ま
た、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリ
スク管理に関する事項を決定します。

運用戦略会議
（月1回開催）

ファンドマネージャーより運用委員会で決定された運用の基本方針に基づ
いた個別ファンドの具体的な投資戦略が報告され、その内容について検討
を行います。

運用担当部署 ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、
ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画書・運用実施計画書に
基づいて、運用の指図を行います。

投資調査部 国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析、企業
の調査・分析等を行い、ファンドマネージャーに情報提供を行うことで、運
用をサポートします。

運用分析会議
（月1回開催）

運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリスク管理
に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証
・評価し、運用本部にフィードバックを行います。

売買分析会議
（月1回開催）

運用リスク管理の適正性に資することを目的にファンドの有価証券売買状
況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が行っている
運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の
結果を取締役会へ報告します。

業務審査委員会
（原則月1回開催）

運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事項な
どについて、審議・検討を行います。委員長は審議・検討結果を取締役会へ
報告します。

コンプライアンス部
（3名程度）

運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の検証並びに検
証に基づく運用本部への指導を行います。

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 7/39



リスク管理部
（3名程度）

「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図に
つき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を
行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に照らして適当で
あるのか伝票等より確認を行い、発注後の検証として、運用指図結果の適法
性又は適正性について確認を行います。

トレーディング部
（7名程度）

有価証券、デリバティブ取引に係る権利等の発注に関し、法令諸規則等に基
づいて最良執行に努めています。
また、運用指図の結果について最良執行の観点からの検証・分析を行いま
す。

（　略　）

※　運用体制等につきましては、平成22年10月29日現在のものであり、変更になることがあります。

[訂正後]

（　略　）

会議名または部署名 役割

運用委員会
（月1回開催）

運用本部で開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析と運
用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。ま
た、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリ
スク管理に関する事項を決定します。

運用戦略会議
（月1回開催）

ファンドマネージャーより運用委員会で決定された運用の基本方針に基づ
いた個別ファンドの具体的な投資戦略が報告され、その内容について検討
を行います。

運用担当部署 ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、
ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画書・運用実施計画書に
基づいて、運用の指図を行います。

投資調査部 国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析、企業
の調査・分析等を行い、ファンドマネージャーに情報提供を行うことで、運
用をサポートします。

運用分析会議
（月1回開催）

運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、および運用のリスク管理
に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証
・評価し、運用本部にフィードバックを行います。

売買分析会議
（月1回開催）

運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの有価証
券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が
行っている運用の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議
長は会議の結果を取締役会へ報告します。

業務審査委員会
（原則月1回開催）

運用の指図において発生した事務処理ミスや社内規程等に抵触した事項な
どについて、審議・検討を行います。委員長は審議・検討結果を取締役会へ
報告します。

コンプライアンス部
（3名程度）

運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の検証並びに検
証に基づく運用本部への指導を行います。

リスク管理部
（6名程度）

「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図に
つき、法令諸規則等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を
行います。発注前の検証として、発注内容が法令諸規則等に照らして適当で
あるのか伝票等より確認を行い、発注後の検証として、運用指図結果の適法
性又は適正性について確認を行います。

トレーディング部
（7名程度）

有価証券、デリバティブ取引に係る権利等の発注に関し、法令諸規則等に基
づいて最良執行に努めています。
また、運用指図の結果について最良執行の観点からの検証・分析を行いま
す。

（　略　）
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※　運用体制等につきましては、平成23年4月末日現在のものであり、変更になることがあります。

３【投資リスク】

原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　３　投資リスク」につきましては、以下の内容に更新

・訂正されます。

当ファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入れた国内の株式の価格の下落、発行会
社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。した
がって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割
り込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。

＜投資リスク＞

■　株価変動リスク

株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済情勢等の影響により

変動します。

投資した株式の価格の上昇は、当ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の下

落は、当ファンドの基準価額の下落要因となります。

投資した株式の価格の下落の影響で、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性がありま

す。

■　信用リスク

有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化、および有価証券の発行会社の財務状況に関する外部

評価の変化等の影響により、投資した有価証券の価格が大きく下落することや、投資資金が回収不能

となる場合があります。このような場合には、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があ

ります。

債券や短期金融商品へ投資した場合には、元利支払いの不履行もしくは遅延の影響で、当ファンド

の基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。

＜留意事項＞

・　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適

用はありません。

・　投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ

ん。また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

・　分配方針に基づいて、収益分配を行う予定ですが、収益分配金の支払いを保証するものではありませ

ん。運用実績に応じて分配対象収益は変動するため、収益分配金が減少する可能性や、収益分配を行

わない可能性があります。

・　取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること

や、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
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＜投資リスクに対する管理体制＞

・　運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク

管理に関する事項を決定します。

・　リスク管理部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託

約款等（以下、「法令諸規則等」という。）に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しま

す。

リスク管理部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。

①　運用の指図に関する帳票の確認

②　検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認

③　その他検証を行うために必要な行為

発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるか

どうか伝票等より確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性又は適正性について確認

を行います。

・　運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議における

ファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社

的に投資リスクを把握し管理を行います。

４【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

[訂正前]

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販

売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

（　略　）

[訂正後]

申込金額（取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、販売会社が独自に定める手数料率を乗

じて得た額

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、3.15％（税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場合が

あります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

（　略　）

（3）【信託報酬等】

[訂正前]

■　信託報酬の総額及びその配分

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の178.5（税抜
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170）の率を乗じて得た額とします。

※　基準価額が年間を通して10,000円（10,000口当たり）だった場合、10,000口当たりの信託報酬は

年間178.5円（税抜170円）になります。

（　略　）

[訂正後]

■　信託報酬の総額及びその配分

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の178.5（税抜

170）の率を乗じて得た額とします。

（　略　）

（5）【課税上の取扱い】

[訂正前]

（　略　）

※　上記の内容は平成22年10月29日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になる

ことがあります。

[訂正後]

（　略　）

※　上記の内容は平成23年4月末日現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になるこ

とがあります。

５【運用状況】

原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」につきましては、以下の内容に更新・

訂正されます。

平成23年4月28日現在の運用状況は、以下の通りです。

投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 101,839,300 83.79

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 19,701,311 16.21

合計（純資産総額） 121,540,611 100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
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国／
地域

種類 銘柄名 業種 数量
帳簿価額
単価
（円）

帳簿価額
金額
（円）

評価額
単価
（円）

評価額
金額
（円）

投資
比率
（％）

日本 株式 三菱電機 電気機器 5,000 711.003,555,000891.004,455,0003.67

日本 株式 デジタルガレージ 情報・通信業 10155,195.751,551,957440,000.004,400,0003.62

日本 株式 日東電工 化学 1,0003,165.003,165,0004,305.004,305,0003.54

日本 株式 小松製作所 機械 1,5001,923.002,884,5002,840.004,260,0003.51

日本 株式 ナブテスコ 機械 2,0001,413.122,826,2432,044.004,088,0003.36

日本 株式 丸紅 卸売業 6,000 465.002,790,000586.003,516,0002.89

日本 株式 朝日インテック 精密機器 2,0001,409.812,819,6301,700.003,400,0002.80

日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 3,0001,007.003,021,0001,121.003,363,0002.77

日本 株式 住友不動産 不動産業 2,0001,693.003,386,0001,661.003,322,0002.73

日本 株式
三菱ケミカルホールディン
グス

化学 6,000 413.862,483,203547.003,282,0002.70

日本 株式 日本触媒 化学 3,000 823.292,469,8831,053.003,159,0002.60

日本 株式 積水ハウス 建設業 4,000 721.002,884,000777.003,108,0002.56

日本 株式 戸田工業 化学 4,000 731.002,924,000757.003,028,0002.49

日本 株式 大阪瓦斯 電気・ガス業 10,000316.003,160,000298.002,980,0002.45

日本 株式 日本電産 電気機器 400 7,550.003,020,0007,040.002,816,0002.32

日本 株式 昭和シェル石油
石油・石炭製
品

3,000 774.622,323,869880.002,640,0002.17

日本 株式 ドワンゴ 情報・通信業 12169,958.832,039,506215,700.002,588,4002.13

日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 800 3,565.632,852,5043,230.002,584,0002.13

日本 株式 宇部興産 化学 10,000269.422,694,236257.002,570,0002.11

日本 株式 パナソニック 電気機器 2,500 933.462,333,669998.002,495,0002.05

日本 株式 電気化学工業 化学 6,000 384.002,304,000415.002,490,0002.05

日本 株式 日本電気硝子
ガラス・土石
製品

2,0001,151.002,302,0001,223.002,446,0002.01

日本 株式 日清紡ホールディングス 繊維製品 3,000 851.002,553,000799.002,397,0001.97

日本 株式 メッセージ サービス業 10199,595.101,995,951233,500.002,335,0001.92

日本 株式 帝人 繊維製品 6,000 390.482,342,909386.002,316,0001.91

日本 株式
ジーエス・ユアサ　コーポ
レーション

電気機器 4,000 550.082,200,325552.002,208,0001.82

日本 株式 住友大阪セメント
ガラス・土石
製品

10,000189.291,892,976219.002,190,0001.80

日本 株式 日立製作所 電気機器 5,000 376.001,880,000438.002,190,0001.80

日本 株式 大塚ホールディングス 医薬品 1,0002,032.252,032,2582,172.002,172,0001.79

日本 株式 ワタミ 小売業 1,5001,693.412,540,1221,410.002,115,0001.74

（種類別及び業種別投資比率）

種類 国内/外国 業種 投資比率（％）
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株式 国内 建設業 3.68

繊維製品 3.88

化学 18.39

医薬品 3.41

石油・石炭製品 2.17

ガラス・土石製品 3.81

非鉄金属 2.77

金属製品 1.30

機械 6.87

電気機器 13.80

輸送用機器 2.13

精密機器 2.80

電気・ガス業 2.45

情報・通信業 5.75

卸売業 2.89

小売業 1.74

その他金融業 1.30

不動産業 2.73

サービス業 1.92

合計 83.79

（注）投資比率は、小数点以下第三位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

純資産総額
基準価額

（1口当たり）

円 円

第1期計算期間末
（平成14年9月19日）

2,246,947,871
2,246,947,871

（分配付）
（分配落）

0.8078
0.8078

（分配付）
（分配落）

第2期計算期間末
（平成15年9月19日）

1,330,780,562
1,330,780,562

（分配付）
（分配落）

0.9043
0.9043

（分配付）
（分配落）

第3期計算期間末
（平成16年9月21日）

740,217,916
740,217,916

（分配付）
（分配落）

0.9941
0.9941

（分配付）
（分配落）

第4期計算期間末
（平成17年9月20日）

407,261,091
387,211,848

（分配付）
（分配落）

1.2188
1.1588

（分配付）
（分配落）

第5期計算期間末
（平成18年9月19日）

323,508,048
311,196,530

（分配付）
（分配落）

1.3138
1.2638

（分配付）
（分配落）
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第6期計算期間末
（平成19年9月19日）

301,030,676
290,212,062

（分配付）
（分配落）

1.3913
1.3413

（分配付）
（分配落）

第7期計算期間末
（平成20年9月19日）

166,330,040
166,330,040

（分配付）
（分配落）

0.8280
0.8280

（分配付）
（分配落）

第8期計算期間末
（平成21年9月24日）

149,852,918
149,852,918

（分配付）
（分配落）

0.7435
0.7435

（分配付）
（分配落）

第9期計算期間末
（平成22年9月21日）

111,713,248
111,713,248

（分配付）
（分配落）

0.5725
0.5725

（分配付）
（分配落）

平成22年 4 月 末日 134,250,780 0.6880

平成22年 5 月 末日 119,926,576 0.6178

平成22年 6 月 末日 113,661,904 0.5830

平成22年 7 月 末日 115,231,731 0.5876

平成22年 8 月 末日 105,461,244 0.5428

平成22年 9 月 末日 112,238,827 0.5752

平成22年10月 末日 110,199,077 0.5646

平成22年11月 末日 114,776,997 0.5937

平成22年12月 末日 119,900,045 0.6239

平成23年 1 月 末日 123,555,243 0.6485

平成23年 2 月 末日 129,155,514 0.6815

平成23年 3 月 末日 122,760,957 0.6521

平成23年 4 月 末日 121,540,611 0.6485

②【分配の推移】

期間
分配金

（1口当たり）

第1期計算期間 自平成13年9月20日至平成14年9月19日 0円

第2期計算期間 自平成14年9月20日至平成15年9月19日 0円

第3期計算期間 自平成15年9月20日至平成16年9月21日 0円

第4期計算期間 自平成16年9月22日至平成17年9月20日 0.0600円

第5期計算期間 自平成17年9月21日至平成18年9月19日 0.0500円

第6期計算期間 自平成18年9月20日至平成19年9月19日 0.0500円

第7期計算期間 自平成19年9月20日至平成20年9月19日 0円

第8期計算期間 自平成20年9月20日至平成21年9月24日 0円

第9期計算期間 自平成21年9月25日至平成22年9月21日 0円

第10期中間計算期間 自平成22年9月22日至平成23年3月21日 －円

③【収益率の推移】

期間 収益率（％）

第1期計算期間 自平成13年9月20日至平成14年9月19日 △ 19.2

第2期計算期間 自平成14年9月20日至平成15年9月19日 11.9

第3期計算期間 自平成15年9月20日至平成16年9月21日 9.9

第4期計算期間 自平成16年9月22日至平成17年9月20日 22.6

第5期計算期間 自平成17年9月21日至平成18年9月19日 13.4
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第6期計算期間 自平成18年9月20日至平成19年9月19日 10.1

第7期計算期間 自平成19年9月20日至平成20年9月19日 △ 38.3

第8期計算期間 自平成20年9月20日至平成21年9月24日 △ 10.2

第9期計算期間 自平成21年9月25日至平成22年9月21日 △ 23.0

第10期中間計算期間 自平成22年9月22日至平成23年3月21日 7.0

（注）収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

（4）【設定及び解約の実績】

期間
設定数量
（単位：口）

解約数量
（単位：口）

第1期計算期間 7,711,669,1884,930,020,608

第2期計算期間 72,493,889 1,382,582,159

第3期計算期間 36,238,575 763,164,882

第4期計算期間 21,169,553 431,649,498

第5期計算期間 16,490,895 104,414,575

第6期計算期間 12,679,601 42,537,695

第7期計算期間 12,249,791 27,728,491

第8期計算期間 14,597,818 13,929,946

第9期計算期間 12,477,070 18,897,197

第10期中間計算期間 5,211,859 12,088,798

（注）第1期計算期間の設定数量は、当初申込期間中の数量を含みます。

（参考情報）
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

[訂正前]

（　略　）

・　申込手数料は、申込金額に、3.15％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得

た額です。

（　略　）

[訂正後]

（　略　）

・　申込手数料は、申込金額に販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額です。

有価証券届出書提出日現在の手数料率の上限は、3.15％（税抜3.0％）です。手数料率は変更となる場

合があります。詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

（　略　）

３【資産管理等の概要】

（3）【信託期間】

[訂正前]

信託期間は、平成13年9月20日から平成33年9月17日までとします。

ただし、後述の（5）[その他]信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があ

EDINET提出書類

岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

16/39



ります。

[訂正後]

信託期間は、平成13年9月20日から平成33年9月17日までとします。

ただし、信託契約の解約（繰上償還）の規定により信託を終了させる場合があります。

（5）【その他】

[訂正前]

（　略　）

■　運用報告書の交付

委託会社は、毎計算期間（原則として、毎年9月20日から翌年9月19日までとします。）終了後に、期

中の運用経過等を記載した運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じて交付します。

（　略　）

[訂正後]

（　略　）

■　運用報告書の交付

委託会社は、毎計算期間（原則として、毎年9月20日から翌年9月19日までとします。）終了後およ

び償還時に、期中の運用経過等を記載した運用報告書を作成し、知られたる受益者に、販売会社を通じ

て交付します。

（　略　）

４【受益者の権利等】

[訂正前]

（　略　）

■　換金に係る権利

受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。権利行使の方法等については、前述の2

［換金（解約）手続等］をご参照下さい。

（　略　）

[訂正後]

（　略　）

■　換金に係る権利

受益者は、委託会社に対して、解約請求を行う権利を有します。

（　略　）

第３【ファンドの経理状況】

[訂正前]
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1.当ファンドの財務諸表は、第8期計算期間（平成20年9月20日から平成21年9月24日まで）については、改正

前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則

第２条の２の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）

に基づいて作成しており、第9期計算期間（平成21年9月25日から平成22年9月21日まで）については、改

正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則

第2条の2の規定により、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に

基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（平成20年

9月20日から平成21年9月24日まで）及び第9期計算期間（平成21年9月25日から平成22年9

月21日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

[訂正後]

1.当ファンドの財務諸表は、第8期計算期間（平成20年9月20日から平成21年9月24日まで）については、改正

前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則

第２条の２の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）

に基づいて作成しており、第9期計算期間（平成21年9月25日から平成22年9月21日まで）については、改

正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則

第2条の2の規定により、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に

基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（平成20年

9月20日から平成21年9月24日まで）及び第9期計算期間（平成21年9月25日から平成22年9

月21日まで）の財務諸表について、東陽監査法人により監査を受けております。

3.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

ただし、第9期中間計算期間（平成21年9月25日から平成22年3月24日まで）については、改正前の「中間

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）及び「投資信託財産

の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき、第10期中間計算期間（平成22年9月22日

から平成23年3月21日まで）については、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和52年大蔵省令第38号）及び「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第

133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しています。

4.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（平成21年9月25日か

ら平成22年3月24日まで）及び第10期中間計算期間（平成22年9月22日から平成23年3月21日まで）の中

間財務諸表について、東陽監査法人により中間監査を受けております。

原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」に中間財務諸表が追加されます。

[追加]
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（３）[中間注記表]
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期　別

項　目

第9期中間計算期間
自　平成21年9月25日
至　平成22年3月24日

第10期中間計算期間
自　平成22年9月22日
至　平成23年3月21日

1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で
評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所における最終相場
（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は第一種金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基
づいて評価しております。

株式
同　左

2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
予想配当金額の全額を配当落ち日に計
上しております。

有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。

受取配当金
原則として、配当落ち日において、その
金額が確定している場合には当該金額
を、未だ確定していない場合には予想
配当金額を計上しております。

有価証券売買等損益
同　左

（中間貸借対照表に関する注記）

第9期中間計算期間末
（平成22年3月24日現在）

第10期中間計算期間末
（平成23年3月21日現在）

*1.当該中間計算期間の末日における受益権の総数
198,858,188口

2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規
定する額

元本の欠損　66,907,752円

*3.当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

1口当たりの純資産額　0.6635円
(10,000口当たりの純資産額　 6,635円)

*1.当該中間計算期間の末日における受益権の総数
188,264,390口

2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規
定する額

元本の欠損　72,996,674円

*3.当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

1口当たりの純資産額　0.6123円
(10,000口当たりの純資産額 　6,123円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間
自　平成21年9月25日
至　平成22年3月24日

第10期中間計算期間
自　平成22年9月22日
至　平成23年3月21日

該当事項はありません。 同　左

（金融商品に関する注記） 

金融商品の時価に関する事項

期　別
項　目

第9期中間計算期間末
（平成22年3月24日現在）

第10期中間計算期間末
（平成23年3月21日現在）

1.中間貸借対照表額、時価及び差額 － 中間貸借対照表上の金融商品は原則と
して全て時価で評価しているため、中間
貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。

2.時価の算定方法 － 時価の算定方法は、「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」に記載してお
ります。この他、コール・ローン等は短
期間で決済され、時価は帳簿価格と近似
していることから、当該帳簿価格を時価
としております。
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（重要な後発事象に関する注記）

第9期中間計算期間
自　平成21年9月25日
至　平成22年3月24日

第10期中間計算期間
自　平成22年9月22日
至　平成23年3月21日

該当事項はありません。 同　左

（その他の注記）

1.元本の移動

第9期中間計算期間末
（平成22年3月24日現在）

第10期中間計算期間末
（平成23年3月21日現在）

投資信託財産に係る元本の状況 投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

201,561,456円
5,924,115円
8,627,383円

期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額

195,141,329円
5,211,859円
12,088,798円

2.有価証券関係

該当事項はありません。

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

4.追加情報

第9期中間計算期間
自　平成21年9月25日
至　平成22年3月24日

第10期中間計算期間
自　平成22年9月22日
至　平成23年3月21日

－ 「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平
成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する
適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10
日）を適用しております。

２【ファンドの現況】

現届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」の記載は、下記の通り更

新されます。

【純資産額計算書】（平成23年4月28日現在）

Ⅰ　資産総額 121,762,480円

Ⅱ　負債総額 221,869円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 121,540,611円

Ⅳ　発行済数量 187,407,632口

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.6485円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　１　委託会社等の概況」を以下の内容に更新・

訂正します。

１【委託会社等の概況】（平成23年4月末日現在）

（1）資本金の額 10億円

会社が発行する株式の総数 2,600,000株

発行済株式の総数 825,000株

最近5年間における主な資本金の額の増減 なし

（2）委託会社の機構

業務執行体制

①　組織図
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②　各部の主な業務内容

部署名 主な業務内容

株式運用部 ①　国内の株式（不動産投資信託を含む）を主要投資対象とする投資信託を中心
とした運用業務

②　投資一任契約資産に関する運用業務

外国株式運用部 海外の株式（不動産投資信託、ファンド・オブ・ファンズを含む）を主要投資対
象とする投資信託を中心とした運用業務

債券運用部 ①　内外の公社債を主要投資対象とする投資信託を中心とした運用業務
②　短期金融商品の運用業務

システム・オルタナ
ティブ運用部

システム運用を行う投資信託、ファンド・オブ・ファンズで運用を行う投資信
託、商品投資等取引を行う投資信託等を中心とした運用業務

委託運用部 運用を外部に委託する投資信託を中心とした運用業務

投資調査部 ①　内外の景気動向、経済事情の調査、研究、内外の企業調査、内外の証券市場の調
査及び予測、内外の不動産市場の調査及び予測、内外の商品市場の調査及び
予測等に関する業務

②　投資顧問契約による投資助言に関する業務

トレーディング部 ①　トレーディング業務の企画、立案に関する業務
②　内外の有価証券等及び外国為替並びに商品投資等取引の売買発注に関する業
務

商品戦略部 ①　金融商品の調査、研究、開発・企画立案に関する業務
②　商品戦略の立案及び推進に関する業務

マーケティング部 ①　投資信託の募集等、投資信託を主としたマーケティングに関する業務
②　第一種金融商品取引業者及び登録金融機関への公開販売の推進に関する業務
③　販売会社との折衝に関する業務

マーケティング企画部 ①　投資信託に関する情報開発・提供に関する事項
②　投資家に対するセミナー等の企画・立案に関する事項
③　販売会社の募集・販売の支援のための資料作成に関する事項
④　広告宣伝に関する事項

カスタマーサービス部 ①　販売会社に係る営業事務及び業務管理に関する事項
②　受益者等からの質問及び苦情等の処理に関する事項

投資顧問営業部 ①　投資顧問契約（投資助言）及び投資一任契約のマーケティングに関する業務
②　投資顧問契約（投資助言）及び投資一任契約の締結、顧客管理に関する業務

投信企画部 ①　投資信託の企画、提案書作成に関する業務
②　募集・販売のための資料作成に関する業務
③　投資信託制度の調査、研究に関する業務
④　運用助言契約、外部委託契約に関する業務

ディスクロージャー部 ①　投資信託約款に関する業務
②　投資信託契約に関する業務
③　目論見書、運用報告書及びファンドの開示資料等に関する業務
④　有価証券届出書及び有価証券報告書に関する業務
⑤　主務官庁及び受託銀行への折衝に関する業務
⑥　投資信託協会及び運用評価機関等への折衝に関する業務

企画総務部 ①　経営及び経営計画に関する業務
②　株主総会及び取締役会の事務処理に関する業務
③　定款、業務方法書、社規、社則の制定、改廃に関する業務
④　従業員の人事、給与、教育に関する業務及び役員の人事、報酬、賞与に関する業
務で特命を受けた業務

⑤　予算、決算、会計及び現預金、有価証券の保管、出納に関する業務、ならびに税
務に関する業務

⑥　受益証券及び受益権に関する業務
⑦　主務官庁、投資信託協会、日本証券投資顧問業協会への報告に関する業務
⑧　広報、ホームページの管理及び運営に関する業務

資産管理部 ①　投資信託財産の計算に関する業務
②　契約資産の計算に関する業務
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システム部 ①　コンピューターシステムの管理・運営に関する業務
②　信託財産の経理処理システムの開発・管理に関する業務
③　運用業務管理システムの開発・管理に関する業務

リスク管理部 ①　運用実施の管理及び諸規則等遵守に関する事項
②　運用のリスク管理に関する事項
③　運用実績の評価及び分析に関する業務

コンプライアンス部 ①　運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況の検証に関する事
項並びに遵守状況の検証に基づく各部署への指導に関する事項

②　外部委託先の運用指図等に関する検証及び監査に関する事項
③　コンプライアンス向上のための啓蒙及び教育に関する事項
④　法令諸規則違反事例の届出に関する事項

内部監査部 ①　内部監査に関する事項
②　外部監査に関する事項
③　内部統制の評価に関する事項に基づく各部署への指導に関する事項

③委託会社の意思決定機構

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。
取締役は、委託会社の株主であることを要しません。
取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事
業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。
取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選
任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することがで
きます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として、社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、
出席した取締役の過半数をもって決します。

④運用の意思決定機構

運用委員会は、月1回、運用本部で開催する「ストラテジー会議」で策定された投資環境分析
と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。
また、運用に関する内規の制定及び改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関す
る事項を決定します。
運用戦略会議は、月1回、ファンドマネージャーより運用委員会で決定された運用の基本方針
に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略が報告され、その内容について検討を行います。
ファンドマネージャーは、運用戦略会議で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的
な運用計画を策定し、運用計画書・運用実施計画書に基づいて、運用の指図を行います。
投資調査部は、国内外のマクロ経済・セミマクロ経済の調査・分析、市場環境の分析、企業の
調査・分析等を行い、ファンドマネージャーに情報提供を行うことで、運用をサポートします。
運用分析会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上、運用の適正性の確保、及び運用のリスク
管理に資することを目的に、個別ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、運用本
部にフィードバックを行います。
売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的にファンドの
有価証券売買状況や組入れ状況など、日々、リスク管理部、トレーディング部が行っている運用
の指図に関するチェック状況の報告・指摘を行います。議長は会議の結果を取締役会へ報告し
ます。

２【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　２　事業の内容及び営業の概況」を以下の内容

に更新・訂正します。
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当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託
の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運
用業）及びその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商
品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成23年4月末日現在、当社は、208本の証券投資信託（単位型株式投資信託30本、追加型株式投資
信託120本、追加型公社債投資信託16本、親投資信託42本）の運用を行っており、純資産総額は
10,683億円（親投資信託を除く。）です。

３【委託会社等の経理状況】

[訂正前]

（1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）な

らびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52

号）により作成しております。

前事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）については、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

（2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、財務諸表について、東陽監査法人の監査を受けて

おります。

[訂正後]

（1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）な

らびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52

号）により作成しております。

前事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）については、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

（2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第45期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3

月31日）ならびに、第46期事業年度（自平成21年4月１日至平成22年3月31日）の財務諸表について、東陽

監査法人の監査を受けております。

（3）当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づいて「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平

成19年内閣府令第52号）により作成しております。なお、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数

を切り捨てて記載しております。

（4）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期中間会計期間（自平成22年4月1日至平成

22年9月30日）の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。

原届出書「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況」に下記の記載が「中

間財務諸表」として追加されます。

[追加]
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中間財務諸表

中間貸借対照表

期　　 別

科      目

第47期中間会計期間末
（平成22年9月30日）

注記
番号

金   額 構成比

（資  産  の  部） 千円 ％

流動資産
現金及び預金
有価証券
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
繰延税金資産
その他流動資産

6,978,063
1,800,136
635,579
15,954
56,759
31,017

流動資産合計
固定資産

有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券
その他
貸倒引当金

＊１

9,517,511

112,922
16,204

1,811,791
1,617,374
208,927
△ 14,510

83.1

固定資産合計 1,940,918 16.9

資産合計 11,458,429100.0

（負  債  の  部）
流動負債

預り金
前受運用受託報酬
前受投資助言報酬
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
未払事業所税
未払法人税等
賞与引当金
その他流動負債

3,699
5,968
745

317,072
218
4,706
310,077
2,068
120,463
98,278
175,718

流動負債合計
固定負債

退職給付引当金
役員退職慰労引当金
繰延税金負債
資産除去債務

721,946

81,281
30,390
12,494
10,811

6.3

固定負債合計 134,977 1.2

負債合計 856,923 7.5

（純 資 産 の 部）
株主資本

資本金
資本剰余金
資本準備金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

1,000,000
566,500
566,500
9,046,438
179,830
8,866,608
5,718,662
3,147,946

8.7
4.9

79.0

株主資本合計
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,612,938

△11,432

92.6

△0.1

評価・換算差額等合計 △11,432 △0.1

純資産合計 10,601,505 92.5

負債・純資産合計 11,458,429100.0
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中間損益計算書

期    別
　

科      目

第47期中間会計期間
自  平成 22年4月 1日
至  平成 22年9月30日

注記
番号

金   額 百分比

千円 ％

営業収益
委託者報酬 
運用受託報酬   

4,565,901
23,631

営業収益計 4,589,533 100.0

営業費用
一般管理費
   営業利益
営業外収益　
営業外費用

＊1

3,313,717
937,937

72.2
20.4
7.4
0.7
0.0

337,878

31,867
82

経常利益 369,663 8.1

特別利益
特別損失

3,490
5,625

0.1
0.1

税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

367,528 8.0
2.6
0.8

117,954
36,717

中間純利益 212,856 4.6

中間株主資本等変動計算書

第47期中間会計期間（自 平成22年4月1日　至 平成22年9月30日） 

（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

資本剰余金 利益剰余金
株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準
備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成22年3月31日残
高

1,000,000566,500566,500179,8305,718,6622,968,0898,866,58110,433,081183,071183,07110,616,153

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当 △33,000△33,000△33,000 △33,000

中間純利益 212,856212,856212,856 212,856

株主資本以外の
項目の中間会計
期間中の変動額
（純額）

△
194,503

△
194,503

  △
194,503 

中間会計期間中の
変動額合計 - - - - - 179,856179,856179,856

△
194,503

△
194,503

△14,647

平成22年9月30日残
高

1,000,000566,500566,500179,8305,718,6623,147,9469,046,43810,612,938△11,432△11,43210,601,505

（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

期     別

項      目

第47期中間会計期間
自  平成 22年4月 1日
至  平成 22年9月30日
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１．資産の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの …中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は、原則として総平均法に
より算定)

時価のないもの … 原則として総平均法による原価法ない
し償却原価法（定額法）

２．固定資産の減価償却方法 有形固定資産
定率法により償却しております。なお、主な耐用年数は
以下のとおりです。

建   物 …     １５年
器具備品 … ４ ～ ６年

無形固定資産
定額法により償却しております。なお、自社利用のソフ
トウェアについては、社内における利用可能期間（５年）
に基づき償却しております。

３．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当社所定の計算方法に
よる支給見込額の当中間期負担額を計上しております。

（３）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見積額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しています。
なお、退職給付債務の見積額は、簡便法により
計算しております。

（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基
づく中間期末要支給見積額を計上しております。  

４．その他の中間財務諸表作成のための基本
となる重要な事項

消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式
によっております。なお、仮受消費税等と仮払消費税等は
相殺し、その差額はその他流動負債に含めて表示しており
ます。

（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）

第47期中間会計期間
自　平成22年4月1日

至　平成22年9月30日

資産除去債務に関する会計基準等の適用

当中間会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3
月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号
　平成20年3月31日）を適用しております。
この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は468千円、税引前中
間純利益は2,604千円それぞれ減少しております。

(表示方法の変更)

第47期中間会計期間
自　平成22年4月1日

至　平成22年9月30日
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中間貸借対照表関係

前中間会計期間まで流動資産の「その他流動資産」に含めて表示しておりました運用受託
報酬に係る未収収益及び流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しておりました運用受
託報酬に係る前受収益は金額的重要性が増したため「未収運用受託報酬」及び「前受運用受
託報酬」、「前受投資助言報酬」として区分掲記しております。
なお、前中間会計期間の流動資産の「その他流動資産」に含めて表示しておりました未収
運
用受託報酬は22,329千円であり、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しておりまし
た前受運用受託報酬は4,550千円であり、前受投資助言報酬の残高はありません。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

(＊１) 有形固定資産から控除した減価償却累計額は、135,551 千円 であります。

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日　至平成22年9月30日）

１．(＊１) 営業外収益の主要なもの
有価証券利息
受取配当金

2,857 千円
23,945 千円

２．減価償却実施額
有形固定資産
無形固定資産

13,636 千円
5,965 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日　至平成22年9月30日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期末

普通株式 825,000株― ― 825,000株

２．配当に関する事項

　平成22年6月25日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 33,000千円

1株当たり配当額 40円

基準日 平成22年3月31日

効力発生日 平成22年6月26日

（リース取引関係）

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）
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所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の
通りであります。
<借主側>

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

取得価額
相当額
- 千円

減価償却累計額
相当額
- 千円

中間期末残高
相当額
- 千円

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等

１年内
１年超

-
-
千円
千円

合計 -千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

40
36
0

千円
千円
千円

（4）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（5）利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法
については、利息法によっております。

（6）減損損失について
リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記載は省略しております。

（金融商品関係）

　　当中間会計期間末（平成22年9月30日）

　　金融商品の時価等に関する事項

平成22年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

中間貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金預金 6,978,0636,978,063 ―

(2)有価証券 1,800,1361,800,136 ―

(3)未収委託者報酬 635,579 635,579 ―

(4)投資有価証券 915,413 915,413 ―

(5)未払金（未払手数料） 310,077 310,077 ―

(6)未払法人税等 120,463 120,463 ―

（注1）金融商品の時価の算定方法

（1）現金預金、（3）未収委託者報酬、（5)未払金（未払手数料）、(6)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

（2）有価証券、（4）投資有価証券

これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価

格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する
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事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（701,961千円）は市場価額がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証券」には含めておりません。

（有価証券関係）

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

 1．その他有価証券 （単位：千円）

 

 種類 中間貸借対 取得原価 差額

 照表計上額

 
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの （１）株式 ― ― ―

 （２）債券

 ①国債・地方債等 900,257900,205 51

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

 （３）その他 217,291205,83611,454

 小計 1,117,5481,106,04211,506

 
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの （１）株式 597,719626,976△29,256

 （２）債券

 ①国債・地方債等 899,879899,908 △28

 ②社債 ― ― ―

 ③その他 ― ― ―

 （３）その他 100,402102,000△1,597

 小計 1,598,0011,628,884△30,883

 合計 2,715,5502,734,926△19,376

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　701,961千円）については、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

　 当中間会計期間末（平成22年9月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

当中間会計期間末（平成22年9月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

1.　当中間会計期間末における当該資産除去債務の総額の増減

　　　当中間会計期間における資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。

　　　　　　　　　前事業年度末残高（注）　　　　　　　10,689千円　

　　　　　　　　　時の経過による調整額                   122千円
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　　　　　　　当中間会計期間末残高                10,811千円

(注)当中間会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3

月31日）を適用しているため、前事業年度の末日における残高に代えて、当中間会計期間の期首にお

ける残高を記載しております。

（セグメント情報等）

1.セグメント情報

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

当社は「投資信託部門」及び「投資顧問部門」ごとに、経営戦略を立案・決定し、経営資源の配分及び

業績の評価を行っております。

なお「投資顧問部門」のセグメントの売上高、利益又は損失の金額及び資産の額がいずれも事業セグメ

ントの合計額の10％未満でありますので、報告セグメントは「投資信託部門」のみであります。報告セ

グメントである「投資信託部門」では投資信託の運用、商品開発等を行っております。報告セグメント

が1つであり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

２.関連情報

当中間会計期間（自平成22年4月１日　至平成22年9月30日）

(1)製品及びサービスごとの情報

　　　　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％

を超えるため、記載を省略しております。

(2)地域ごとの情報

①営業収益

　　　　　本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しております。

②有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えるため、記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

該当事項はありません。

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

　当中間会計期間（自平成22年4月１日　至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

　当中間会計期間（自平成22年4月１日　至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

　当中間会計期間（自平成22年4月１日　至平成22年9月30日）

該当事項はありません。

（追加情報）
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当中間会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号平成20年3月21日）を適用しております。

（1株当たり情報）

当中間会計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

１株当たり純資産額
１株当たり中間純利益金額

12,850円31銭
258円00銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載し
ておりません。

１株当たり純資産額の算定上の基礎
純資産の部の合計額（千円）
純資産の部から控除する合計額（千円）
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）
１株当たり純資産額の算定上に用いられた
中間期末の普通株式の数（株）

10,601,505
―

10,601,505
825,000

１株当たり中間純利益算定上の基礎
中間純利益金額（千円）
うち普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る中間純利益金額（千円）
普通株式の期中平均株式数（株）

212,856
―

212,856
825,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

[訂正前]

（1）「受託会社」

住友信託銀行株式会社

①　資本金の額

平成22年3月末日現在、342,037百万円

②　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づ

き信託業務を営んでいます。

（2）「販売会社」

名　称
資本金の額（百万円）
平成22年3月末日現在

事業の内容

岡三証券株式会社 5,000「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
でいます。益茂証券株式会社 515
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[訂正後]

（1）「受託会社」

住友信託銀行株式会社

①　資本金の額

平成22年9月末日現在、342,037百万円

②　事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づ

き信託業務を営んでいます。

（2）「販売会社」

名　称
資本金の額（百万円）
平成22年9月末日現在

事業の内容

岡三証券株式会社 5,000「金融商品取引法」に定める
第一種金融商品取引業を営ん
でいます。益茂証券株式会社 515
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独立監査人の中間監査報告書

平成23年4月28日

岡三アセットマネジメント株式会社  

取締役会 御中  

 

 東 陽 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴木基仁　　印

 
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　助川正文　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられている「日本新生ファンド（愛称：ライジングパワー）」の平成22年9月22日

から平成23年3月21日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰

余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損

なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分

析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法

人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、「日本新生ファンド（愛称：ライジングパワー）」の平成23年3月21日現在の信

託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年9月22日から平成23年3月21日まで）

の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

委託会社の監査報告書（当期）へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２２年６月２５日

岡三アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御中

東　陽　監　査　法　人

指 定 社 員業務執行社員 公認会計士　　宮　野　定　夫　　㊞

指 定 社 員業務執行社員 公認会計士　　助　川　正　文　　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３

月３１日までの第４６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算

書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、岡三アセットマネジメント株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

委託会社の監査報告書（当期中間）へ
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

平成２２年１２月３日

岡三アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御中

東陽監査法人

指定社員　業務執行社員　公認会計士　助川　正文㊞

指定社員　業務執行社員　公認会計士　宝金　正典㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３

月３１日までの第４７期事業年度の中間会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日まで）

に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を

中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、岡三アセットマネジメント株式会社の平成２２年９月３０日現在の財政状態及び同日を

もって終了する中間会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日まで）の経営成績に関する

有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

平成22年5月7日

岡三アセットマネジメント株式会社  

取締役会 御中  

 

 東 陽 監 査 法 人

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴木基仁　　印

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士　　助川正文　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられている「日本新生ファンド（愛称：ライジングパワー）」の平成21年9月25日

から平成22年3月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰

余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損

なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分

析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法

人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、「日本新生ファンド（愛称：ライジングパワー）」の平成22年3月24日現在の信

託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年9月25日から平成22年3月24日まで）

の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

岡三アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認

会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

委託会社の監査報告書（前期）へ
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成２１年６月２４日

岡三アセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御中

東　陽　監　査　法　人

指 定 社 員業務執行社員 公認会計士　　宮　野　定　夫　　㊞

指 定 社 員業務執行社員 公認会計士　　助　川　正　文　　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている岡三アセットマネジメント株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３

月３１日までの第４５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算

書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、岡三アセットマネジメント株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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